
■ 経過措置の設定について
新たな基準値 の移⾏に際しては 市場（流通）に混乱が起きないよう● 新たな基準値への移⾏に際しては、市場（流通）に混乱が起きないよう、
準備期間が必要な⾷品（⽶、⽜⾁、⼤⾖）については⼀定の範囲で経過措
置期間を設定する。

４⽉ １⽉１０⽉ ３⽉
新基準値新基準値暫定規制値暫定規制値原料

製造 加 輸 ⾷

製造・加⼯⾷品
の経過措置

暫定規制値（賞味期限まで）
●3⽉31⽇までに製造、加⼯、輸⼊された⾷品

新基準値新基準値
●4⽉1⽇以降、製造、加⼯、輸⼊された⾷品

＜経過措置の対象とする⾷品＞

⽶ ⽜⾁
新基準値新基準値暫定規制値（9⽉30⽇まで経過措置）暫定規制値（9⽉30⽇まで経過措置）

⽶・⽜⾁
暫定規制値（賞味期限まで）

●9⽉30⽇までに製造、加⼯、輸⼊された⾷品

新基準値新基準値●10⽉1⽇以降、製造、加⼯、輸⼊された⾷品

⽶、⽜⾁を原料に
製造・加⼯、輸⼊

された⾷品の経過措置

⼤⾖
新基準値新基準値暫定規制値（12⽉31⽇まで経過措置）暫定規制値（12⽉31⽇まで経過措置）

暫定規制値（賞味期限まで）
●12⽉31⽇までに製造、加⼯、輸⼊された⾷品

⼤⾖を原料に
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暫定規制値（賞味期限まで）
新基準値新基準値●1⽉1⽇以降、製造、加⼯、輸⼊された⾷品

⼤⾖を原料に
製造・加⼯、輸⼊

された⾷品の経過措置
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被ばく線量（mSv/年）

■ 基準値の⾷品を⼀定の割合で摂取した場合の被ばく線量

0.8 
0.9 
1.0 

被ばく線量（mSv/年）

基準値の⾷品を⼀定の割合で
摂取した場合でも、乳幼児の
被ばく量は⼤⼈の半分程度で

0.5 
0.6 
0.7 あり、乳幼児に⼗分配慮した

基準値となっている。

0 1
0.2 
0.3 
0.4 

0.0 
0.1 

基準値上限の⾷品を摂取し続けることは想定し得ず 実際の被ばく線量は●基準値上限の⾷品を摂取し続けることは想定し得ず、実際の被ばく線量は
これより相当程度⼩さい値になることが想定される。
※「飲料⽔」「乳児⽤⾷品」「⽜乳」は汚染割合100%として、「⼀般⾷品」は汚染割合

50%として算出
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50%として算出
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■⾷品からの放射性物質の摂取量推計

新しい基準値に基づく放射性セシウムからの被ばく線量の推計○新しい基準値に基づく放射性セシウムからの被ばく線量の推計
1 ○平成23年８⽉１⽇から平成23年11

0.7

0.8

0.9 ⽉16⽇に厚⽣労働省から公表され
た⾷品中の放射性物質のモニタリン
グデータを⽤いた推計

m
Sv

/y

0 4

0.5

0.6 ○新しい基準値の下での実際の被ばく
線量は、中央値濃度もしくは、90
パーセンタイル値濃度の⾷品を全年

0.2

0.3

0.4

0 043 0 074

齢層における国⺠の平均摂取量で
1年間摂取し続けたと仮定した場合、
介⼊線量レベルの年間１ミリシーベ
ルトに対し ⼩さな値になると推計

0

0.1

中央値 90パーセンタイル値

0.043 0.074 ルトに対し、⼩さな値になると推計
される。

※推計では、不検出（ND）のデータはCs-134, Cs-137とも検出限界として⽰されている値を集計に使⽤。
⽰されていない場合は、放射性セシウムとして20 Bq/kgを超えた検出限界となっているものは20 Bq/kgを使⽤。
また、WHOのGEMS/food の考え⽅を参考に、⾷品群のうち、NDが60%以上80%未満であった⾷品群ではNDの
半分の値、NDが80%以上であった⾷品群ではNDの4分の１の値を集計に使⽤。
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半分の値、 が80%以上であった⾷品群では の 分の の値を集計に使⽤。
※推計値は放射性セシウムからの被ばく線量のみであり、実際の被ばく線量としては、この他に、放射性セシウム以外

の核種からの被ばく線量が加わる。
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■⾷品からの放射性物質の摂取量推計
○⾃然放射性物質であるK-40の摂取量に関しては、東京電⼒（株）福島第⼀原⼦⼒発電所

○⾷品からの放射性物質の年間摂取量の推定について

○⾃然放射性物質であるK 40の摂取量に関しては、東京電⼒（株）福島第 原⼦⼒発電所
事故以前の試料から得られている結果と同程度

○⾷品からの天然放射性核種による年実効線量（平成２０年度）

0

0.8

0.9

1

K-40
K-40
Cs(134,137)

0.4

0.5

0.6

0.7

m
Sv

/y

K 40Cs(134,137)

0.1

0.2

0.3

0
東京 宮城 福島

○平成23年９⽉及び11⽉に東京都、宮城県及び福島県で⾷品を購⼊。
なお 宮城県及び福島県のうち⽣鮮⾷品は可能な限り地元県産 あるいはなお、宮城県及び福島県のうち⽣鮮⾷品は可能な限り地元県産、あるいは
近隣県産品を購⼊。

○購⼊した⾷品を平成19年度国⺠健康・栄養調査の⾷品別摂取量平均を踏まえ
て調製を⾏い、混合し均⼀化したもの及び飲料⽔を試料として、Ge半導体検
出器を⽤いて放射性物質（I-131 Cs-134 Cs-137及びK-40）を分析し
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出器を⽤いて放射性物質（I-131、Cs-134、Cs-137及びK-40）を分析し、
平均的な⾷⽣活における放射性物質の⼀年あたりの摂取量（mSv/man/
year）を計算。
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■⾷品中の放射性物質に関する規制値の⾒直しに係るスケジュール⾒込
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